
特集 2令和4年11月1日

この特集に関するお問い合わせ 子ども家庭局子育て支援課 ☎582・2410
＝対象 ＝定員、定数 ＝料金、費用 ＝市の担当課＝申し込み ＝問い合わせ ＝手話通訳 ＝要約筆記 ＝FAX＝共通の内容 ＝ネット窓口（電子申請）◎ ☆ ＄ ＃ ♥ Α Β ＊♦ ￡

子育てのこと、頼れる相談窓口があります子育てのこと、頼れる相談窓口があります

八幡東区役所 保健福祉課 
健康相談コーナー
保健師 土谷さん

小倉南区役所保健福祉課 子ども・家庭相談コーナー 保育士 中島さん

【受付時間】8時30分~17時(土・日曜日、祝・休日、年末年始は除く)

■門 司 区……… ☎331・1888
■小倉北区　……… ☎582・3440
■小倉南区……… ☎951・4125
■若 松 区……… ☎761・5327

■八幡東区 ……… ☎671・6881
■八幡西区 ……… ☎642・1444
■戸 畑 区……… ☎871・2331

区役所健康相談コーナー区役所健康相談コーナー

区役所子ども・家庭相談コーナー区役所子ども・家庭相談コーナー

11月は児童虐待防止推進月間です

　子ども・家庭相談コーナーでは、育児の不安、ひとり親家庭での
悩み、中高生の問題行動など、乳幼児から未成年全般にわたるさま
ざまなお困りごとの相談に対応しています。それらに対して相談員
が助言や、より専門的な相談窓口に橋渡ししています。
　軽度の虐待に関する相談や通告も受け付けていますが、件数
は増加の一途をたどっています。通告等を受けた場合は、家庭訪
問などを行って状況の把握に努めます。子どもの前で夫婦げん
かをしたり、子どもに乱暴な言葉を使ったりするなどの心理的虐
待も多いようです。
　事態の解決に向けて心がけているのは、保護者に寄り添い、親
身になって話を聞くこと。相談を受けた際、まず初めに「あなた自

身が困っていることはないですか?」と問いかけると、ほっとしてもら
えるようです。そのうえで、より手厚い対処が必要と判断し、子ども
総合センター(児童相談所)などにつなぐ場合も少なくありません。
　「周りに相談できる人がい
ない」「人目が気になってしま
う」、そんなときは電話でも
構いません。相談ください。
また、児童虐待について少し
でも気になることがあったら、
家族やご近所など周りの人
も、ためらわず、まずはお電話
ください。

　健康相談コーナーは、妊娠中の生活や健康、育児などさまざま
な相談に対応しています。食事や離乳期の栄養相談には栄養士
が、発達に関する相談には保健師が、というように相談内容に応
じてアドバイスを行います。「言葉が遅くて.. .」という相談の場合、
すぐに実践できる声かけの工夫についてお伝えします。より高度
な対応が求められると判断した場合は、小児科や地域の関係機関
と連携することもあります。また市では、小学校区ごとに校区担当
保健師を配置し、赤ちゃんがいる家庭を訪問したり、市民センター
で「妊産婦乳幼児なんでも相談」を毎月行ったりしているので、区
役所が遠い人などにも利用をお勧めしています。

相談窓口2

相談窓口1 　 区役所健康相談コーナー

■門 司 区……… ☎332・0115
■小倉北区……… ☎563・0115
■小倉南区……… ☎951・0115
■若 松 区……… ☎771・0115

■八幡東区 ……… ☎661・0115
■八幡西区 ……… ☎642・0115
■戸 畑 区……… ☎881・0115

相談窓口2 　 区役所子ども・家庭相談コーナー
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虐待を見かけたら電話を (通話料無料・
年中無休24時間対応)

い ち は や く

児童相談所虐待対応ダイヤル

　子育て中は、悩みや困ったことがあっても見通しが立たず、一人
で抱え込んでしまいがちです。私も思うようにいかず、ついイライ
ラしてしまった時は「まあ、いいか」と気持ちをリセットさせていま
した。全部完璧にできなくても
いいと思います。一人で悩ま
ないで、小さなことと思って
も、電話や窓口で気軽に相談
してください。

　ご相談はこちらへ　

　1989年に国連総会で採択された「児童の権利に関す
る条約(子どもの権利条約)」においては、大きく4つの柱
として「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加す
る権利」を子どもに保障しています。　
　しかし、子どもへの虐待による痛ましい事件は後を
絶ちません。本市の全ての子どもが、虐待から守られ、
愛される幸せを実感して生きていくことができるよう、
まちが一丸となって、子どもの命と育ちを守っていくこ
とがますます重要になっています。
　市では「北九州市子どもを虐待から守る条例」を平成
31年に施行し、児童虐待の未然防止や早期発見・早期
対応に取り組んでいます。子どもたち、そして大人が安
心して幸せに暮らせる社会を目指して、児童虐待問題に
ついて共に考えましょう。

市長からのメッセージ

北九州市長 北橋健治

■子ども総合センター(児童相談所) ☎881・4556 
　【受付時間】8時30分~17時15分
　(土・日曜日、祝・休日、年末年始は除く)
　

虐待の相談は
こちらへ!

　児童虐待とは　

相談窓口1

●身体的虐待　
●性的虐待　
●ネグレクト(育児放棄)　
●心理的虐待　

妊産婦 乳幼児

子ども・家庭全般 ひとり親

悩みを抱え込まず、気軽に相談してください

悩みに寄り添いながら、解決を目指します

殴る、蹴る、たたく、溺れさせる、やけどを負わせる、家の外に閉め出す など 
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など 
乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、自動車の中に放置する など 
言葉により脅す、無視する、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう など


